
薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会

テーマ：「薬学教育」に関する説明資料

令和2年11月25日
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資料１



1.  薬学教育の概要

（文部科学省）

2.  薬学教育６年制導入と今後の展望

（帝京大学副学長 井上 圭三）

3.  薬学実務実習の現状と今後の展望

（名古屋市立大学大学院薬学研究科教授 鈴木 匡）

4.  大学院教育の現状と今後の展望、薬学教育評価

（大阪大学大学院薬学研究科教授 平田 收正）

本日の説明概要

※ ２、３、４ については、別資料にて説明
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改 正 前 改 正 後平成１８年４月

２４年

４月～
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４月～

薬学教育制度の改正概要

薬剤師国家試験受験資格は６年制学部卒業者のみ得られる

薬学 薬科学
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薬学教育モデル・コアカリキュラムの策定及び改訂の変遷

○薬剤師、薬学研究者等を目指す学生が学んでほしい内容を整理。

○「A全学年を通して」､「Bイントロダクション」､

「C薬学専門教育」の3項目､講座単位のユニット、

ユニットをまとめたコースで構成。

○「一般目標」(学習者が学習することによって得る成果)と

「到達目標」(一般目標に到達するための具体的な行動)を提示。

○「Ⅰ実務実習事前学習」､「Ⅱ病院実習」､「Ⅲ薬局実習」

で構成。

○「事前学習」､「病院実習」､ 「薬局実習」について、

それぞれ教育目標（一般目標・到達目標）を提示。

○それまで実施期間や実施内容が大学ごとに異なっていたが、

全ての大学で質を担保できるよう、到達目標を実現するための

「方略」（学習方法､場所､人的資源､物的資源､時間数の標準）

を提示。

○6年制の学士課程教育に特化した内容。

○従来の「薬学教育モデル・コアカリキュラム」及び

「実務実習モデル・コアカリキュラム」を一つの

コア・カリキュラムとして作成。

○「薬剤師として求められる基本的な資質」(10項目)を明示。

○「基本的な資質」の修得を前提とした学習成果基盤型教育の

考え方に力点を置き構成。

○一般目標(GIO)とそれを達成するための到達目標(SBO)を明示。

○医療人としての薬剤師を養成するため「A基本事項」､

「B薬学と社会」を充実し、「F薬学臨床」は今後の薬剤師業務

の進歩を想定し大幅に見直し。

○教育課程の時間数の7割程度を目安にSBOをスリム化。

残りの3割程度は各大学独自のカリキュラムを実施。

平成14年8月
「薬学教育モデル・コアカリキュラム」策定

～専門教育部分～

平成25年12月
「薬学教育モデル・コアカリキュラム」改訂

平成27年2月
「薬学実務実習に関するガイドライン」策定

平成15年12月
「実務実習モデル・コアカリキュラム」策定

～実習部分～

H18 6年制開始、
コアカリに準拠した学生受入開始 H27 改訂コアカリに準拠した学生受入開始

平成18年度～ 6年制学生受入開始 平成27年度～ 学生受入開始
（令和2年度現在6年次生）

※現在、次期改訂に向けた調査研究事業を実施中（～令和3年度まで） 4
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Ｇ 薬学研究

Ｆ 薬学臨床
実務実習
病院及び薬局
（２０単位・２２週）

(1)薬学臨床の基礎
(2)処方せんに基づく調剤
(3)薬物療法の実践
(4)チーム医療への参画
(5)地域の保健・医療・
福祉への参画

C1 物質の物理的性質
C2 化学物質の分析
C3 化学物質の性質と反応
C4 生体分子・医薬品の化学による理解
C5 自然が生み出す薬物
C6 生命現象の基礎
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節
C8 生体防御と微生物

Ｃ 薬学基礎

Ｄ衛生薬学 Ｅ医療薬学

D1 健康
D2 環境

E1 薬の作用と体の変化
E2 薬理・病態・薬物治療
E3 薬物治療に役立つ情報
E4 薬の生体内運命
E5 製剤化のサイエンス

（1）人と社会に関わる薬剤師
（2）薬剤師と医薬品等に係る法規範
（3）社会保障制度と医療経済
（4）地域における薬局と薬剤師

（1）薬剤師の使命、（2）薬剤師に求められる
倫理観、（3）信頼関係の構築、（4）多職種連
携協働とチーム医療、 （5）自己研鑽と次世
代を担う人材の育成

Ｂ 薬学と社会

早期臨床体験
（２年次修了まで）

実務実習履修前
の学修

大学独自のカリキュラム（薬学アドバンスト教育ガイドライン（例示）も参考）

卒業まで継続して学修

実務実習と
体系的に
関連づけて
学修

実務実習と体系的
に関連づけて学修

（1）薬学における研究の位置づけ
（2）研究に必要な法規範と倫理
（3）研究の実践

○6年制薬学部のカリキュラム作成の参考となる教育内容ガイドラインであり、学生が卒業までに身に付けておく
べき必須の能力の到達目標を提示
○「薬剤師として求められる基本的な資質」を設定し、それを身につけるための一般目標、到達目標を設定する
学習成果基盤型教育（outcome-based education）に力点
○教育課程の時間数の７割はモデル・コアカリキュラムに示された内容を、３割は大学独自のカリキュラム等を履修

薬学教育モデル・コアカリキュラム（平成25年12月改訂、27年度から実施）
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 薬物療法における実践的能力
 薬物療法を総合的に評価し、安全で有効な医薬品

の使用を推進するために、医薬品を供給し、調剤、
服薬指導、処方設計の提案等の薬学的管理を実践
する能力を有する。

 地域の保健・医療における
実践的能力
 地域の保健、医療、福祉、介護および行政等に参

画・連携して、地域における人々の健康増進、公衆
衛生の向上に貢献する能力を有する。

 研究能力
 薬学・医療の進歩と改善に資するために、研究を遂

行する意欲と問題発見・解決能力を有する。

 自己研鑽
 薬学・医療の進歩に対応するために、医療と医薬品

を巡る社会的動向を把握し、生涯にわたり自己研
鑽を続ける意欲と態度を有する。

 教育能力
 次世代を担う人材を育成する意欲と態度を有する。

 薬剤師としての心構え
 医療の担い手として、豊かな人間性と生命の尊厳
について深い認識をもち、人の命と健康な生活を守
る使命感、責任感および倫理感を有する。

 患者・生活者本位の視点
 患者の人権を尊重し、患者及びその家族の秘密を
守り、常に患者・生活者の立場に立って、これらの
人々の安全と利益を最優先する。

 コミュニケーション能力
 患者・生活者、他職種から情報を適切に収集し、こ
れらの人々に有益な情報を提供するためのコミュニ
ケーション能力を有する。

 チーム医療への参画
 医療機関や地域における医療チームに積極的に参
画し、相互の尊重のもとに薬剤師に求められる行動
を適切にとる。

 基礎的な科学力
 生体および環境に対する医薬品・化学物質等の影
響を理解するために必要な科学に関する基本的知
識・技能・態度を有する。

薬学部6年卒業時に必要とされている資質
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●概要
・一般社団法人薬学教育評価機構において、各大学における薬学
教育の「専門分野別評価」を実施

・大学における６年制薬学教育評価プログラムを評価し、その結
果を薬科大学・薬学部へフィードバック

●薬学教育評価機構の目的
・我が国における薬学教育機関の教育の質を保証するために、薬
学教育プログラムの公正かつ適正な評価等を行い、教育研究活
動の充実・向上を図ることを通して、国民の保健医療、保健衛
生、ならびに福祉に貢献することを目的とする。

●正会員
・全薬科大学・薬学部
・日本薬剤師会
・日本病院薬剤師会
・日本薬学会

●（参考）第１期の評価基準（平成25年度～平成31年度）

●沿革等

平成16年 ○中央教育審議会答申（平成16年2月18日）
薬学教育については、（略）早急に第三者評価を実施するための体制が整備される必要
○「学校教育法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議（平成16年４月27日衆議院文部科学委員会／平成16年５月13日参議院
文部科学委員会）（抜粋）
第三者評価体制の整備を進めること等により、高度化する薬剤師の職能を支える基礎教育及び実務で要求される知識、技能、医療人と
しての倫理観が養えるような質の高い教育の維持向上を図るよう留意すること

平成19年 ○薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について（平成19年5月厚生労働省医薬食品局）
第三者評価によって各大学において質の高い薬学教育が行われていることを客観的に確認する必要がある

平成20年12月 一般社団法人薬学教育評価機構設立

平成23年度 トライアル評価 ３大学

平成25年度 本評価開始 ３大学

平成26年度～31年度 74学部が７年に一度評価を受けられるよう、１年当たり10校程度ずつ実施（平成31年度までに74学部を評価）

令和２年度～ 第2期の第三者評価を開始（ただし、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本評価実施を1年間延期）

※以下に掲げる項目を評価

薬学教育の第三者評価体制

教育研究上の目的
1 教育研究上の目的

薬学教育カリキュラム
2 カリキュラム編成
3 医療人教育の基本的内容
（3-1）ヒューマニズム教育・

医療倫理教育
（3-2）教養教育・語学教育
（3-3）薬学専門教育の実施に

向けた準備教育
（3-4）医療安全教育
（3-5）生涯学習の意欲醸成
4 薬学専門教育の内容
（4-1）薬学教育モデル・コア

カリキュラムに準拠し
た教育内容

（4-2）大学独自の薬学専門教
育の内容

5 実務実習
（5-1）実務実習事前学習
（5-2）薬学共用試験
（5-3）病院・薬局実習
6 問題解決能力の醸成のた
めの教育

（6-1）卒業研究
（6-2）問題解決型学習

学生
7 学生の受入
8 成績評価・進級・学士課
程修了認定

（8-1）成績評価
（8-2）進級
（8-3）学士課程修了認定

9 学生の支援
（9-1）就学支援体制
（9-2）安全・安心への

配慮
教員組織・職員組織

10 教員組織・職員組織
（10-1）教員組織
（10-2）教育研究活動
（10-3）職員組織

学習環境
11 学習環境

外部対応
12 社会との連携

点検
13 自己点検・評価
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